
関係法令（抜粋）

○ 刑法（明治４０年法律第４５号）

（未遂罪）

第百八十条 第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。

○ 戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）

第百三十四条 戸籍の記載又は記録を要しない事項について虚偽の届出をした者は、一

年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。外国人に関する事項について虚偽の

届出をした者も、同様とする。

第百三十五条 偽りその他不正の手段により、第十条若しくは第十条の二に規定する戸

籍謄本等、第十二条の二に規定する除籍謄本等又は第百二十条第一項に規定する書面

の交付を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。

第百三十六条 偽りその他不正の手段により、第四十八条第二項（第百十七条において

準用する場合を含む ）の規定による閲覧をし、又は同項の規定による証明書の交付。

を受けた者は、十万円以下の過料に処する。

○ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）

（適正な取得）

第十七条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しては

ならない。

２ （略）

（第三者提供の制限）

第二十三条 （略）

２から５まで （略）

６ 個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人デー

タの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内

容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなけ

ればならない。

（保有個人データに関する事項の公表等）

、 、 、第二十七条 個人情報取扱事業者は 保有個人データに関し 次に掲げる事項について

本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む ）に置かな。

ければならない。

一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称

二 全ての保有個人データの利用目的（第十八条第四項第一号から第三号までに該当

する場合を除く ）。

三 次項の規定による求め又は次条第一項、第二十九条第一項若しくは第三十条第一

項若しくは第三項の規定による請求に応じる手続（第三十三条第二項の規定により

手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む ）。

四 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な



事項として政令で定めるもの

２ 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目

的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならな

い。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場

合

二 第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合

３ 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的

を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなけれ

ばならない。

（開示）

第二十八条 （略）

２ 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、政令

で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。た

だし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部

を開示しないことができる。

一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある

場合

三 他の法令に違反することとなる場合

３ 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの全部又は

一部について開示しない旨の決定をしたとき又は当該保有個人データが存在しないと

きは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

４ （略）

（訂正等）

第二十九条 （略）

２ 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合には、その内容の訂正

等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的

の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当

該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。

３ 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの内容の全

部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をした

、 、 、 （ 、 。）ときは 本人に対し 遅滞なく その旨 訂正等を行ったときは その内容を含む

を通知しなければならない。

（利用停止等）

第三十条 （略）

２ 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に

理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、

当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人デー

タの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場



合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき

は、この限りでない。

３ （略）

４ 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に

理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供

を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に

多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であっ

て、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この

限りでない。

５ 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの全部若し

くは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定を

したとき、又は第三項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部に

ついて第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定

をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

第八十四条 個人情報取扱事業者（その者が法人（法人でない団体で代表者又は管理人

。 。） 、の定めのあるものを含む 第八十七条第一項において同じ である場合にあっては

その役員、代表者又は管理人）若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業

務に関して取り扱った個人情報データベース等（その全部又は一部を複製し、又は加

工したものを含む ）を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は。

盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第八十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十

万円以下の罰金に処する。

一 第四十条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報

告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、

若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

二 第五十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

○ 保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）

第四十四条の四 第四十二条の二の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らし

た者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

２ （略）

○ 有線電気通信法（昭和２８年法律第９６号）

（罰則）

第十三条 有線電気通信設備を損壊し、これに物品を接触し、その他有線電気通信設備

の機能に障害を与えて有線電気通信を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下

の罰金に処する。

２ 前項の未遂罪は、罰する。

第十四条 （略）

２ 有線電気通信の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、三年以下の懲役又は



百万円以下の罰金に処する。

３ 前二項の未遂罪は、罰する。

４ 前三項の罪は、刑法（明治四十年法律第四十五号）第四条の二の例に従う。

○ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成１

４年法律第１５３号）

第七十四条 第四十七条、第四十八条、第五十四条第一項（同条第三項において準用す

る場合を含む ）若しくは第二項（同条第三項において準用する場合を含む ）又は第。 。

五十五条第一項（同条第三項において準用する場合を含む ）若しくは第二項（同条。

第三項において準用する場合を含む ）の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年。

以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

○ 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律（平成２年法律第３０号）

（罰則）

第四十二条 第二十六条第一項（第三十九条において準用する場合を含む ）の規定に。

違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

○ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

（禁止行為等）

第二十二条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 当該営業に関し客引きをすること。

二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふ

さがり、又はつきまとうこと。

三 営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。

四 営業所で午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満の者を客に

接する業務に従事させること。

五 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること（第二条第一項第五号の営

業に係る営業所にあつては、午後十時から翌日の午前六時までの時間において客と

して立ち入らせること 。。）

六 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

２ （略）

○ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法

律（平成１１年法律第５２号）

（児童ポルノ所持、提供等）

第七条 （略）

２及び３ （略）

４ 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をと

らせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当

該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。



５から８まで （略）

（児童買春等目的人身売買等）

第八条 児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項各号のいずれ

かに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した

者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

２ 前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものを

その居住国外に移送した日本国民は、二年以上の有期懲役に処する。

３ 前二項の罪の未遂は、罰する。


